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厚生労働省 社会・援護局

障害保健福祉部 精神・障害保健課

我が国における
精神保健医療福祉施策の動向

「こころのバリアフリー宣言」の
普及等を通じて精神疾患や精
神障害者に対する国民の理解

を深める

相談支援、就労支援等の施設機
能の強化やサービスの充実を通じ
市町村を中心に地域で安心して暮

らせる体制を整備する

救急、リハビリ、重度などの
機能分化を進めできるだけ早
期に退院を実現できる 体制

を整備する

「入院医療中心から地域生活中心へ」という
精神保健福祉施策の基本的方策の実現

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める
・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う

精神保健医療福祉の改革ビジョンの枠組み

国民の理解の深化

地域生活支援の強化精神医療の改革

基盤強化の推進等

※上記により、今後１０年間で、受入条件が整えば退院可能な者約７万人について、解消を図る。

※平成16年9月 精神保健福祉対策本部（本部長：厚生労働大臣）決定
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第１章 我が国における精神保健医療福祉施策の動向 
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精神保健医療福祉の現状及び課題について

○ 精神疾患患者は３２０万人であり、いわゆる４大疾患（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）よりも多い
状況。

○ 近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり（約９割が１年以内に退院）、特に統合失調症の入

院患者数が減少。これに伴い、精神病床の病床数は減少傾向にある。

※ 入院期間の短縮傾向の要因として、治療薬の発達や救急医療体制の整備が挙げられる。

現状①
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現状②

○ 他方、依然として２０万人を超える長期入院患者（１年以上）が存在。

単位：万人
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現状③

○ うつ病等の気分障害や認知症患者数が増加し、また、薬物依存や発達障害への対応等の社会的要請
が高まっているなど、精神科医療に対する需要は高まり、多様化している。

○ 近年、精神保健指定医（※）の診療所開業が増える一方で、ニーズの高まっている病院での急性期医療

に携わる人材の不足が生じている。
※ 身体拘束の判断や本人の同意によらない入院の判断等を行う資格を持つ精神科医

○ 入院医療について、統合失調症の長期入院患者
を前提とした体制から患者の状態像に応じて急性
期医療を適切に提供できる体制とするため、急性
期に手厚い医療を提供するため、医師、看護師等
の配置を見直すなど精神病床の機能分化の推進

○ 精神疾患患者の地域生活を支え、また、多様化
するニーズに対応するため、多職種（医師、看護
師、精神保健福祉士、作業療法士等）による外来
や訪問での医療提供体制の充実が必要。

○ 併せて、長年の課題となっている長期入院精神
障害者の地域移行を進め、病床の適正化により
将来的に不要となった病床を削減し、病床が適正
化され削減されるまでの過程において、当該病床
を利用する精神障害者の地域移行をより一層進
めるため、地域移行のための機能を強化すること
が必要

課題

5

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要
（平成２５年６月１３日成立、同６月１９日公布）

(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。

(２)保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が

大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。

(３)医療保護入院の見直し
①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意を要件とする。
＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
②精神科病院の管理者に、
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置
・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携
・退院促進のための体制整備
を義務付ける。

(４)精神医療審査会に関する見直し
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。

平成26年４月１日（ただし、１．（４） ①については平成28年４月１日）

政府は、施行後３年を目途として、施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、
医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院を促進するための措置の在り方、入院中の
処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

１．概要

２．施行期日

３．検討規定

精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、
保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行う。
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良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要）

１．精神病床の機能分化に関する事項
○機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。その結果として、精神病床は減少する。
○地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、保健・医療・福祉
に携わる様々な関係者で検討する。

○急性期に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員の配置について一般病床と同等を目指す。
○入院期間が１年未満で退院できるよう、多職種のチームによる質の高い医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。
○１年以上の長期入院者の地域移行を推進するため、多職種による退院促進に向けた取組を推進する。

２．精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項
○外来・デイケア等で適切な医療を受けながら地域で生活できるよう、外来医療の提供体制の整備・充実及び地域における医療機関間の連携を推進す
る。

○アウトリーチ（多職種のチームによる訪問支援）を行うことのできる体制を整備し、受療中断者等の地域生活に必要な医療へのアクセスを確保する。
○在宅の精神障害者の急性増悪等に対応できるよう、精神科救急医療体制を整備する。

○精神科外来等で身体疾患の治療が必要となった場合、精神科と他の診療科の医療機関の連携が円滑に行われるよう協議会の開催等の取組を推進
する。

○医療機関及び障害福祉サービス事業を行う者等との連携を推進するとともに、居住支援に関する施策を推進する。

３．医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項
○精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種との適切な連携を確保する。
○チームで保健医療福祉を担う専門職種その他の精神障害者を支援する人材の育成と質の向上を推進する。

４．その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
○保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市町村等の他の関係機関の在り方も含めて様々な関係者で検討し、当該検討に基づく
方策を推進する。

○非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、併せて、インフォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最大限配慮して、
その心身の状態に応じた医療を確保する。

○自殺対策（うつ病等）、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供する。
○精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康づくりの一環として、心の健康づくりのための取組を推進する。

厚生労働省告示第65号（平成26年4月1日適用）

○入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指す
べき方向性を定める。

退院後生活環境相談員の選任

１．退院後生活環境相談員の責務・役割

（１）退院後生活環境相談員は、医療保護入院者が可能な限り早期に退院できるよう、個々の医療保護入院者
の退院支援のための取組において中心的役割を果たすことが求められること。

（２）退院に向けた取組に当たっては、医師の指導を受けつつ、多職種連携のための調整を図ることに努めると
ともに、行政機関を含む院外の機関との調整に努めること。

（３）医療保護入院者の支援に当たっては、当該医療保護入院者の意向に十分配慮するとともに、個人情報保
護について遺漏なきよう十分留意すること。

（４）以上の責務・役割を果たすため、退院後生活環境相談員は、その業務に必要な技術及び知識を得て、その
資質の向上を図ること。

２．選任及び配置

（１）退院に向けた相談を行うに当たっては、退院後生活環境相談員と医療保護入院者及びその家族等との間
の信頼関係が構築されることが重要であることから、その選任に当たっては、医療保護入院者及び家族等の
意向に配慮すること。

（２）配置の目安としては、退院後生活環境相談員１人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担当すること
（常勤換算としての目安）とし、医療保護入院者１人につき１人の退院後生活環境相談員を入院後７日以内に
選任すること。兼務の場合等については、この目安を踏まえ、担当する医療保護入院者の人数を決めること。
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３．退院後生活環境相談員として有するべき資格
①精神保健福祉士
②看護職員（保健師を含む。）、作業療法士、社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経験を有
する者

③３年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事
した経験を有する者であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者（ただし、平成29年３月31日までの間に

ついては、研修を修了していなくても、前段の要件を満たしていれば、資格を有することとしてよいこととする。）

４．業務内容
（１）入院時の業務
医療保護入院者及びその家族等に対して以下についての説明を行うこと。
・退院後生活環境相談員として選任されたこと及びその役割
・本人及び家族等の退院促進の措置への関わり（地域援助事業者の紹介を受けることができること。また、本人においては、医療
保護入院者退院支援委員会への出席及び退院後の生活環境に関わる者に委員会への出席の要請を行うことができること等）

（２）退院に向けた相談支援業務
ア 医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じるほか、退院に向けた意欲の喚起や具体的な取組
の工程の相談等を積極的に行い、退院促進に努めること。

イ 医療保護入院者及びその家族等と相談を行った場合には、当該相談内容について相談記録又は看護
記録等に記録をすること。

ウ 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該医療保護入院
者の治療に関わる者との連携を図ること。

５.その他
（１）医療保護入院者が退院する場合において、引き続き任意入院により当該病院に入院するときには、当該
医療保護入院者が地域生活へ移行するまでは、継続して退院促進のための取組を行うことが望ましいこと。

（２）医療保護入院者の退院促進に当たっての退院後生活環境相談員の役割の重要性に鑑み、施行後の選任
状況等を踏まえて、退院後生活環境相談員として有するべき資格等の見直しを図ることも考えられるため、留
意されたいこと。

（３）地域援助事業者等の紹介に関する業務
ア 医療保護入院者及びその家族等から地域援助事業者の紹介の希望があった場合や、当該医療保護入
院者との相談の内容から地域援助事業者を紹介すべき場合等に、必要に応じて地域援助事業者を紹介
するよう努めること。

イ 地域援助事業者等の地域資源の情報を把握し、収集した情報を整理するよう努めること。
ウ 地域援助事業者に限らず、当該医療保護入院者の退院後の生活環境又は療養環境に関わる者の紹介
や、これらの者との連絡調整を行い、退院後の環境調整に努めること。

（４）医療保護入院者退院支援委員会に関する業務
ア 医療保護入院者退院支援委員会の開催に当たって、開催に向けた調整や運営の中心的役割を果たす
こととし、充実した審議が行われるよう努めること。

イ 医療保護入院者退院支援委員会の記録の作成にも積極的に関わることが望ましいこと。

（５）退院調整に関する業務
医療保護入院者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境に係る調整を行うとともに、適宜地域
援助事業者等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。

（６）その他
定期病状報告の退院に向けた取組欄については、その相談状況等を踏まえて退院後生活環境相談員が記
載することが望ましいこと。
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医療保護入院者に対する退院促進措置に係るその他の施行事項

地域援助事業者（※）の紹介

医療保護入院者退院支援委員会

（※）一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者（相談支援専門員の配置される事業者）、
居宅介護支援事業者等（介護支援専門員の配置される事業者）をいう。

○ 医療保護入院者退院支援委員会（以下「委員会」という。）は、病院において医療保護入院者の入院の必要性について審議
する体制を整備するとともに、入院が必要とされる場合の推定される入院期間を明確化し、退院に向けた取組について審議を
行う体制を整備することで、病院関係者の医療保護入院者の退院促進に向けた取組を推進するために設置。

○ 審議事項は、以下の３点その他必要な事項
①医療保護入院者の入院継続の必要性の有無とその理由
②入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間
③②の推定される入院期間における退院に向けた取組

○ 審議の対象者は、

①在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記載した推定される入院
期間を経過するもの

②在院期間が１年未満の医療保護入院者であって、委員会の審議で設定された推定される入院期間を経過するもの
③在院期間が１年以上の医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会での審議が必要と認めるもの
※平成２６年３月３１日以前に医療保護入院した者に対しては、病院の管理者が必要と認める場合に限り、委員会を開催することが可能（経過措置）。

○ 委員会の参加者は、①主治医（主治医が精神保健指定医でない場合は、主治医以外の精神保健指定医）、②看護職員、③
退院後生活環境相談員、④①～③以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員のほか、本人が出席を希望する場合等
に⑤医療保護入院者本人、⑥医療保護入院者の家族等、⑦地域援助事業者その他の退院後の生活環境に関わる者とする。

11

○ 地域援助事業者の紹介は、医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から
相談し、医療保護入院者が円滑に地域生活に移行することができるよう、精神科病院の管理者の努力義務とされているもの
であり、必要に応じて紹介を行うよう努めること。

○ 地域援助事業者の紹介を行った場合においては、退院後生活環境相談員を中心として、医療保護入院者と当該地域援助事
業者の相談状況を把握し、連絡調整に努めること。

（参考）厚生労働省ホームページ

※改正精神保健福祉法に係る省令、通知、Ｑ＆Ａ、様式等
については、以下の厚生労働省ホームページに掲載して
います。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_
kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/index.html

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
の一部を改正する法律の施行について」
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〔ア〕退院に向けた支援
〔ア－１〕退院に向けた意欲の喚起
・病院スタッフからの働きかけの促進
・外部の支援者等との関わりの確保 等
〔ア－２〕本人の意向に沿った移行支援
・地域移行後の生活準備に向けた支援
・地域移行に向けたステップとしての支援（退院意欲が
喚起されない精神障害者への地域生活に向けた段
階的な支援） 等

〔イ〕地域生活の支援
・居住の場の確保（公営住宅の活用促進等）
・地域生活を支えるサービスの確保（地域生活を支える
医療・福祉サービスの充実） 等

〔ウ〕関係行政機関の役割
都道府県等は、医療機関の地域移行に関する取組が

効果的なものとなるよう助言・支援に努める。

長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性（概要）

○長期入院精神障害者の地域移行を進めるため、本人に対する支援として、「退院に向けた意欲の喚起（退院支援意欲の喚起を含
む）」「本人の意向に沿った移行支援」「地域生活の支援」を徹底して実施。

○精神医療の質を一般医療と同等に良質かつ適切なものとするため、精神病床を適正化し、将来的に不必要となる病床を削減すると
いった病院の構造改革が必要。

１．長期入院精神障害者の地域移行及び精神医療の将来像

２．長期入院精神障害者本人に対する支援

○病院は医療を提供する場であり、生活の場であるべきではない。

○入院医療については、精神科救急等地域生活を支えるための医
療等に人員・治療機能を集約することが原則であり、これに向け
た構造改革が必要。（財政的な方策も併せて必要）

○２．に掲げる支援を徹底して実施し、これまで以上に地域移行を
進めることにより、病床は適正化され、将来的に削減。

○急性期等と比べ入院医療の必要性が低い精神障害者が利用す
る病床においては、地域移行支援機能を強化する。

○将来的に不必要となった建物設備や医療法人等として保有する
敷地等の病院資源は、地域移行した精神障害者が退院後の地
域生活を維持・継続するための医療の充実等地域生活支援や
段階的な地域移行のために活用することも可能とする。

＜病院資源のグループホームとしての活用について＞
○地域移行する際には、地域生活に直接移行することが原則

○退院に向けた支援を徹底して実施してもなお退院意欲が固まらない人に対しては、本人の権利擁護の観点、精神医療の適正化の観点から、段階
的な移行も含めて、入院医療の場から生活の場に居住の場を移すことが必要。

○その選択肢の一つとして、病院資源をグループホームとして活用することを可能とするために、障害者権利条約に基づく権利擁護の観点も踏まえ、
一定の条件付け（※）を行った上で、病床削減を行った場合に敷地内への設置を認めることとし、必要な現行制度の見直しを行うべきこと、また、見

直し後の事業を試行的に実施し、運用状況を検証するべきことが多くの構成員の一致した考え方（※※）。
※「本人の自由意思に基づく選択の自由を担保する」、「外部との自由な交流等を確保しつつ、病院とは明確に区別された環境とする」、「地域移行に向けたステップと
しての支援とし、基本的な利用期間を設ける」等

※※あくまでも居住の場としての活用は否との強い意見があった。

３．病院の構造改革

※長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会
（平成26年７月14日取りまとめ公表）

長期入院精神障害者の地域移行の流れと主な方策

精神科病院

㋐

退
院
に
向
け
た
支
援

㋐－１
退院に向けた意欲の喚起

地域

＜主な方策＞
○病院スタッフからの働き
かけの促進
・病院スタッフの地域移行に
関する理解の促進

○外部の支援者等との関わ
りの確保
・ピアサポート、地域の障害
福祉事業者等の更なる活用
・関係行政機関の役割（都道
府県等による入院患者の実
態把握の促進等）

○その他
・精神科病院について、社会
に開かれた環境（見舞い、
外出をしやすい環境等）の
整備を推進

㋑

地
域
生
活
の
支
援

＜主な方策＞
○地域移行後の生活準備に
向けた支援
・入院中からの精神障害者保健
福祉手帳等の申請等に向けた
支援、退院後に利用可能な障
害福祉サービス、介護保険
サービス等の利用の検討と準
備
・地域生活を体験する機会の確
保等

○地域移行に向けたステッ
プとしての支援
・実際の地域生活につながるよ
うな生活能力を身につけるた
めの支援方法の検討
・退院意欲が喚起されない精神
障害者への地域生活に向けた
段階的な支援

＜主な方策＞
○居住の場の確保
→生活障害・要介護等の状態にある精
神障害者の受入れに係る課題解消に
向け、検討
・グループホームの活用
・公営住宅の活用促進等

○地域生活を支えるサービスの確保
→医療と福祉の協働による地域生活を
支えるサービスの提供等
・地域生活を送る上で効果的な外来医療
やデイケア等の在り方についての検討
・アウトリーチ、訪問看護等の充実
・地域定着支援、短期入所、生活訓練の
更なる活用

○その他
・地域生活を支えるためのサービスや精
神障害者本人及び家族への相談支援に関
し、医療・福祉サービス等が総合的に提
供される方策の検討

入
院
医
療
の
必
要
性
の
判
断

必
要
性
が
急
性
期
等
と
比
べ
て
低
い
場
合

病院が病床削減できるための構造改革

・国は、都道府県で人材育成の中核となる指導者を養成するための研修を実施
・都道府県・保健所等は、医療機関の地域移行に関する取組が効果的なものとなるよう助言・支援

㋒
関係行政機関の役割

㋐－２
本人の意向に沿った移
行支援
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構造改革によって実現される病院の将来像（イメージ）

重
度
か
つ
慢
性

地
域
生
活
を
支
え
る

た
め
の
医
療
・福
祉

建物

救
急
・急
性
期
・回
復
期

外
来
・デ
イ
ケ
ア
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
、

訪
問
診
療
・訪
問
看
護
部
門

マンパワーや財源等の
地域支援への転用によ

り充実

例：宿泊型自立訓練事業所、
グループホーム

マンパワーや財源等の集
約による体制強化

適正化により将来的に不
必要となった病床

地域移行支援機能を
強化する病床

マンパワーや財源等の集
約による体制強化

例：精神科診療所
（外来・ﾃﾞｲｹｱ、ｱｳﾄﾘｰﾁ等）

敷地

（将来的に削減）

マンパワー、設備等

患者の地域移行に
よる病床の縮小

15

今後検討が必要な事項
○地域生活を支えるための医療に人員・治療機能を集約することに向けて、具体策の更なる検討が必要
○急性期等と比べて入院医療の必要性が低い精神障害者が利用する病床について地域移行支援機能の強化に向けて、具体策の更なる検討が必要【再掲】

○地域移行の促進に資する精神医療の取組について、次期診療報酬改定に向けた議論の場で検討

㋐

退
院
に
向
け
た
支
援

㋐－１
退院に向けた意欲の喚起

㋑

地
域
生
活
の
支
援

㋒
関係行政機関の役割

㋐－２
本人の意向に沿った移行支援

長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会取りまとめを踏まえた主な取組（概要）

H27年度概算要求 ＜モデルの確立＞
○地域移行方策及び病院の構造改革に係る取組を総合的に実施し、その効果について検証することにより精神障害者の地域移行モデルを確立するとともに、さら
に取組を加速させるために必要な対策を把握。

H26年度予算
○ピアサポートの活用状況調査を実施
○退院後生活環境相談員研修の指導者を育成
H27年度概算要求
○市町村でも精神障害者地域移行・地域定着
推進協議会を設置し、市町村における体制
整備を図る

障害報酬
○地域移行支援の初期段階における業務の評
価を検討

その他
○医師臨床研修の到達目標・評価の次回見直
しに向けたワーキンググループで、医療提
供体制の変化等を論点として提示

今後検討が必要な事項
○急性期等と比べて入院医療の必要性が低い
精神障害者が利用する病床について地域移
行支援機能の強化に向けて、具体策の更な
る検討が必要

H26年度予算
○「精神障害者保健福祉等サービス提供体制
整備促進事業」において、退院後生活環境
相談員研修の指導者研修用テキストを作成
し、検証

H27年度概算要求
○入院中の精神障害者の意思決定及び意思表
明に関するモデル事業を実施

法令通知改正
○退院後生活環境相談員の業務内容通知に、
退院する者の状況に応じた障害・介護サー
ビスのマネジメントを明記

○病院敷地内でのグループホームの設置条件
等について検討の上、試行的に実施

障害報酬
○地域移行支援による体験宿泊等の利用日数
等の制限の在り方について検討

今後検討が必要な事項
○適切なアセスメントに基づく本人の意向に
沿った支援計画促進等について具体策の更
なる検討が必要

H26年度予算
○医療ケアの必要な精神障害者の短期入所受入れを推進
するため、医療ケア付きショートステイ事業を実施

○訪問による生活訓練を活用した地域生活支援の在り方
について研究事業を実施

H27年度概算要求
○市町村でも精神障害者地域移行・地域定着推進協議会
を設置し、市町村における体制整備を図る【再掲】

障害報酬
○グループホームにおける重度障害者支援の評価を検討
○訪問による自立訓練や、宿泊型自立訓練における夜間
職員の配置の評価を検討

その他
○生活保護受給中の長期入院精神障害者について、自治
体の担当部局間の連携強化を周知

○平成26年度居住支援連絡会議において、長期入院精
神障害者の地域移行について周知

今後検討が必要な事項
○外来医療やデイケア等を地域生活を送る上で効果的な
ものにする方向で、具体策の更なる検討が必要。

○病院、訪問看護ステーションが行うアウトリーチ・訪
問支援の充実に向けて、具体策の更なる検討が必要

○障害福祉計画と介護保険事業（支援）計画の調和をはかって策定するよう調整
○地域包括支援センター職員に対し、精神障害者の地域移行に関する知識の習得を推進するため、教育・研修の好事例を収集

病院の構造改革の方向性

精神科病院 地域

＜医療の質の向上＞＜適切な退院支援を可能とする環境の整備＞

16

（第58回社会保障審議会 (障害者部会)資料3より抜粋）
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H２７概

算要求

○地域移行及び病院の構造改革に係る取組を総合
的に実施し、その効果について検証

○入院中の精神障害者の意思決定及び意思表明に
関するモデル事業を実施
○市町村における体制整備を推進

省令
改正

○病院敷地内でのＧＨの設置条件等について検討の
上、試行的に実施

障害報
酬改定

○地域移行支援の初期段階における業務の評価を検
討

○地域移行支援による体験宿泊等の利用日数等の
制限の在り方について検討
○ＧＨにおける重度障害者支援の評価を検討

診療報
酬改定

○地域移行の促進に資する精神医療の取組につい
て、次期診療報酬改定に向けた議論の場で検討

介護報
酬改定

○特別養護老人ホームにおける精神障害者の受入れ
促進

障害福
祉計画

○長期入院精神障害者の減少目標等を設定
○障害福祉サービスの計画的整備

介護保
険計画

○介護保険事業（支援）計画の基本指針で、障害福祉
計画との調和規定を明確にする方向で調整。

医療計
画等

○医療計画の目標の達成状況、地域医療構想（※）、
地域医療介護総合確保基金の今後の検討状況を踏
まえながら地域移行を推進

（※）一般病床と療養病床以外の取扱いについては、今後、地域医療構想策
定ガイドライン等に関する検討会において検討予定

その他
（H２６

予算の
対応を
含む）

○退院後生活環境相談員・指導者の研修実施

○保健所・市町村における精神障害者支援の実態に
関する全国調査の実施
○生活保護部局、住宅施策担当部局と連携

○卒後教育について、医師臨床研修の到達目標・評
価に関し、次回見直し（平成32年度適用）に向けて
検討

長期入院精神障害者の地域移行に係る具体的方策の実施スケジュール
H２８年度H２７年度H２６年度 H２９年度

省令作成→
パブコメ

予算要求 各事業実施

H２７改定に向
けた議論

H３０年度

第４期障害福祉計画
５月

基本指針
告示

第５期(～H32)
障害福祉計画

第７期(～H32)

介護保険事業
（支援）計画

H２７改定に
向けた議論

順次条
例改正

H３０改定に
向けた議論

H３０改定に
向けた議論

基本指針
告示 第６期介護保険事業（支援）計画

順次実施

主な内容

施行

第７次(～H35)

医療計画（地域医
療構想を含む）

第６次医療計画

10月事務
連絡発出

地域医療介護総合確保基金
９月 総合
確保方針
告示

総合確保
方針改定

基本指針

基本指針

順次、地域医療構想を策定（医療計画に追記）

地域医療構想ガ
イドラインの検討

→策定

基本方針

H２８改定に向けた議論 H３０改定に
向けた議論

介護
報酬
改定

障害
報酬
改定

障害
報酬
改定

介護
報酬
改定

診療
報酬
改定

予定 予定

予定

予定 予定

診療
報酬
改定 予定

（第58回社会保障審議会 (障害者部会)資料3より抜粋）

＊会議メンバー：行政機関（都道府県、市町村等）、医療関係団体、
精神科病院の地域移行に関わる職員、
地域の事業者、ピアサポーター等

＊会議を統括し、それぞれのメニューを調整する「コーディネー
ター」の設置

＊各地域の（自立支援）協議会との連携を図る。

○精神科病院の職員に対する研修実施
＊行政機関、地域の事業所等が協働し、
精神科病院の職員に向けた研修を実施する。
・院内研修プログラム立案の支援
・研修実施の講師派遣

長期入院精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業

長期入院精神障害者の地域移行への取組に積極的な地域において、検討会取りまとめで提示された
地域移行方策及び病院の構造改革に係る取組を総合的に実施し、その効果について検証する。

○退院して地域生活を送る当事者の体験談を

聞く等の地域移行にむけたプログラムの実施
・退院し地域生活を送る当事者の体験談を聞くプロ
グラムの実施

・地域の事業所を訪問し、活動を体験するプログラ
ムの実施

・高齢入院患者に対する退院支援プログラム
の実施

○初めて精神障害者を受け入れる
事業所等へのスーパーバイザーの
派遣

・スーパーバイザーは、行政機関、精神科
病院、精神障害者に対する地域生活支援
を先駆的に行っている事業所の精神保健
福祉士等

・事業所職員等の研修、問題が生じた場合
の助言等の実施 等

○居住先確保支援

※ は、取組の例である。

地
域
移
行
推
進
連
携
会
議(

仮)

期待される効果：長期入院患者の地域移行数の増、地域福祉事業者の活動の増、地域で生活する精神障害者のＱＯＬの改善

精神科病院からの退院に向けた支援

○退院意欲が喚起されない精神障害者への

地域生活に向けた段階的な支援

地域生活の支援

【新規】平成２７年度予算（案） １２４，８３６千円（※社会福祉施設等施設整備費 ６１，３８７千円を含む。）
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

障害児措置費・給付費

自立支援給付

地域生活支援事業

7,346億円
（+9.4%）

9,314億円
（+10.8%）

8,406億円
（+14.4%）

6,716億円
（+12.1%）

5,989億円
（+2.5%）

5,840億円
（+8.6%）5,380億円

（+10.0%）

4,473億円
4,175億円

4,945億円
5,071億円

5,719億円

6,341億円

7,434億円
8,229億円

200億円

518億円

507億円

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円

495億円 478億円

557億円

560億円

522億円

625億円

3,947億円

365億円

障害福祉サービス等予算の推移

障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた
予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行）

（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。

（億円）

4,312億円

4,893億円
（+13.5%）

10,374億円
（+11.4%）

840億円

9,072億円

462億円

8

○ 地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害児・者の障害福祉サービス等の基盤整備を図る。
（補助率：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／４、設置者１／４）

※ 敷地内GHについては定額補助。補助要件の詳細については検討中。

社会福祉施設等施設整備費補助金

○ 障害児支援の充実を図るため、地域
の障害児支援の拠点となる児童発達支援
センター等の整備や小規模な形態による
きめ細やかな支援体制の整備を推進す
る。

障害児支援の充実

２７年度予算額（案）
２6億円（敷地内ＧＨについては別枠0.6億円）

○ 障害者の社会参加支援及び地域移行支援
を更に推進するため、就労移行支援、就労
継続支援事業所等の日中活動系サービス事
業所やグループホーム等の整備促進を図
る。

日中活動系サービス等の充実・地
域移行の推進

○ 国土強靱化基本計画を踏まえ、自力
避難が困難な障害児・障害者が利用す
る施設の安全・安心を確保するため、
耐震化及びスプリンクラー整備を推進
する。

耐震化・防災対策の推進
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■ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の推進
① 良質な障害福祉サービス等の確保 ９，３３０億円（＋２５９億円）
② 地域における障害児支援の推進 １，１２０億円（＋２２３億円）
③ 地域生活支援事業の着実な実施 ４６４億円（＋ ２億円）
④ 障害者の地域生活支援のための拠点等整備 ０.３億円
⑤ 障害者への就労支援の推進（就労移行等連携調整事業等） １０.９億円（± ０億円）等

■ 障害者の社会参加の推進
① 障害者自立支援機器の開発の促進 １億円（▲ ０.５億円）
② 文化芸術活動の支援の推進 １.３億円（± ０億円）等

■ 障害福祉サービスの提供体制の整備（施設整備費） ２６億円（▲ ４億円）

■ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進
○ 長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進 １.３億円（＋ ０.２億円）等

■ 自殺・うつ病対策の推進
○ 自殺対策に取り組む民間団体への支援 １.３億円（± ０億円）等

■ 薬物などの依存症対策の推進
○ 認知行動療法を用いた治療・回復プログラムの普及等 １.０億円（＋ ０.６億円）

■ 東日本大震災からの復興への支援
① 障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費【復興特会】 ６.７億円（▲ １.３億円）
② 被災地心のケア支援体制の整備【復興特会】 １６億円（▲ ２億円）等

◆予算額 （２６年度予算額） （２７年度予算案）
１兆５，０１９億円 １兆５，４９５億円（対前年度＋４７６億円、＋３．２％） （うち復興特会） ２６億円

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生活支援事業費）
（２６年度予算額） （２７年度予算案）
１兆３７３億円 １兆８４９億円（対前年度＋４７６億円、＋４．６％）

【 主 な 施策 】
（対前年度増▲減額）

平成２７年度障害保健福祉関係予算案の概要

21

「ノーマライゼーション（※）」理念の浸透
※ 障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする

福祉の基本的考え

障害福祉施策の歴史

【H15】

【S56】
障害者基本法

（心身障害者対策基本法
として昭和45年制定）

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として
昭和25年制定）

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

【H18】

障
害
者
総
合
支
援
法

施

行

支
援
費
制
度
の
施
行

精神衛生法から
精神保健法へ

【S62】

精神薄弱者福祉法から
知的障害者福祉法へ

【H10】

精神保健法から
精神保健福祉法へ

【H7】

利用者が
サービスを選択
できる仕組み

３障害
共通の
制度

国
際
障
害
者
年

完
全
参
加
と
平
等

地域生活
を支援

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

【H5】

“

”

障害者基本法
の一部改正

【H23】

共生社会の
実現

難病等を
対象に

地域社会に
おける共生の

実現

【H25】

～ ～
～ ～

～ ～
～ ～
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措置制度から支援費制度へ（H15）

支援費制度の意義

多様化・増大化する障害福祉ニーズへの対応
利用者の立場に立った制度構築

措置制度（～Ｈ１５）

行政

事業者
障害者

事業者を特定 サービス内容
を決定

行政からの受託者と
してのサービス提供

行政

事業者 障害者
事業者を選択

契約による
サービス提供

支給申請
支給決定

支援費制度（Ｈ１５～Ｈ１８）

＜措置制度＞
行政がサービス内容を決定
行政が事業者を特定
事業者が行政からの受託者
と してサービス提供

＜支援費制度＞
障害者の自己決定を尊重
（サービス利用意向）

事業者と利用者が対等
契約によるサービス利用

報酬支払

障害者施策を３障害一元化

就労支援の抜本的強化

安定的な財源の確保

・養護学校卒業者の５５％は福祉施設に入所

・就労を理由とする施設退所者はわずか１％

・新規利用者は急増する見込み

・不確実な国の費用負担の仕組み

利用者本位のサービス体系に再編

・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系

・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と
利用者の実態とが乖離

自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

支給決定の透明化、明確化

・全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定

する客観的基準）がない

・支給決定のプロセスが不透明

法律による改革

制定前

制定前

制定前

制定前

・ ３障害ばらばらの制度体系

（精神障害者は支援費制度の対象外）

・実施主体は都道府県、市町村に二分化

制定前
○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック
アップ

○３３種類に分かれた施設体系を再編し、日中活動支援と
夜間の居住支援を分離
あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や
重度の障害者を対象としたサービスを創設
○規制緩和を進め既存の社会資源を活用

○新たな就労支援事業を創設
○雇用施策との連携を強化

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化

○国の費用負担の責任を強化（費用の１／２を負担）
○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに

「平成１８年障害者自立支援法」のポイント
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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

（その他）（１）「その有する能力及び適性に応じ」の削除、（２）成年後見制度利用支援事業の必須事業化、
（３）児童デイサービスに係る利用年齢の特例、（４）事業者の業務管理体制の整備、
（５）精神科救急医療体制の整備等、（６）難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

－ 利用者負担について、応能負担を原則に
－ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

－ 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

－ 相談支援体制の強化

－ 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

－ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
（障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行）

－ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
－ 在園期間の延長措置の見直し

－ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
－ 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設（同行援護。個別給付化）

② 利用者負担の見直し

③ 障害者の範囲の見直し

④ 相談支援の充実

⑤ 障害児支援の強化

⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実

① 趣旨
－ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の
地域生活支援のための法改正であることを明記

公布日施行

平成24年４月１日までの政令で定める日（平成24年４月１日）から施行

平成24年４月１日施行

平成24年４月１日施行

公布日施行

(1)(3)(6)：公布日施行
(2)(4)(5)：平成24年4月
1日までの政令で定める日
（平成24年4月1日）か
ら施行

平成24年４月１日までの政令で定める日
（平成23年10月１日）から施行

市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

１８歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。

（平成22年12月３日成立、同12月10日公布）

障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言（概要）

Ⅱ．障害者総合福祉法の
制定と実施への道程

１．障害者自立支援法の事業体系への移行問題
・自立支援法の事業移行期限終了後も一定の
要件の下で移行支援策を継続する。

２．障害者総合福祉法の制定及び実施までに行
うべき課題
・総合福祉法の制定及び実施に当たり地方自
治体の意見を踏まえる。
・総合福祉法の策定及び実施のための実態調
査や試行事業を行う。

３．障害者総合福祉法の円滑な実施
・総合福祉法を補完する、あるいはこれへの移
行を支援する基金事業を設けること。

４．財政のあり方
・国は予算措置に必要な基礎データを把握する。
・障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標
漸進的に拡充する。
・財政の地域間格差の是正を図る。
・財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。
・障害者施策の推進は経済効果に波及する。
・支援ガイドラインに基づく協議調整による支給
決定は財政的にも実現可能である。
・長時間介助等の地域生活支援のための
財源措置を講じること。

Ⅲ ．関連する他の法律や分野との関係

１．医療
・医療は福祉サービス及び保健サービ
スとの有機的連携の下で提供される
必要がある。

・福祉、保健、医療にわたる総合的な
相談支援が必要。

２．障害児
・障害児を含むすべての子供の基本
的権利を保障する仕組みの創設が必
要。

・障害を理由に一般児童施策の利用
が制限されるべきではない。

３．労働と雇用
・障害者雇用促進法を見直し、雇用の
質の確保、必要な支援を認定する仕
組みの創設、雇用率や納付金制度見
直し等を行う。
・労働と福祉の一体的展開。

Ⅰ ．障害者総合福祉法の骨格提言

１０．報酬と人材確保

・利用者への支援に係る報酬は原
則日払い、事業運営に係る報酬は
原則月払い、在宅系支援に係る報
酬は時間割とする。

・福祉従事者が誇りと展望を持て
るよう適切な賃金を支払える水準
の報酬とする。

９．権利擁護

・権利擁護は支援を希望又は利
用する障害者の申請から相談、
利用、不服申立てのすべてに対
応する。
・オンブズパーソン制度の創設。
・虐待の防止と早期発見。

４．支援（サービス）体系

・障害者権利条約を踏まえ、障害者
本人が主体となって、地域生活が可
能となる支援体系の構築。

・「全国共通の仕組みで提供される
支援」と「地域の実情に応じて提供さ
れる支援」で構成。

５．地域移行

・国が社会的入院、入所を解消する
ために地域移行を促進することを法
に明記する。

・地域移行プログラムと地域定着支
援を法定施策として策定、実施。
・ピアサポーターの活用。

６．地域生活の基盤整備

・計画的な推進のため地域基盤整備
10ヵ年戦略策定の法定化。
・市町村と都道府県は障害福祉計画
を、国はその基本方針と整備計画を
示す。
・地域生活支援協議会の設置。

７．利用者負担

・食材費や光熱水費等は自己負担と
する。

・障害に伴う必要な支援は原則無償
とするが、高額な収入のある者には
応能負担を求める。

８．相談支援

・対象は障害者と、支援の可能性の
ある者及びその家族。

・障害者の抱える問題全体に対応す
る包括的支援を継続的にコーディ
ネートする。
・複合的な相談支援体制の整備。

２．障害（者）の範囲

・障害者総合福祉法が対象とする
障害者（障害児を含む）は、障害者
基本法に規定する障害者をいう。

・心身の機能の障害には、慢性疾
患に伴う機能障害を含む。

３．選択と決定（支給決定）

・障害程度区分に代わる新たな支
給決定の仕組み。

・サービス利用計画に基づく本人の
意向等が尊重される。

・協議調整により必要十分な支給量
が保障される。
・合議機関の設置と不服申立。

１．法の理念・目的・範囲

・障害の有無によって分け隔てられ
ない共生社会を実現する。

・保護の対象から権利の主体への転
換と、医学モデルから社会モデルへ
の障害概念の転換。
・地域で自立した生活を営む権利。

障害者総合福祉法の
6つのポイント

１ ． 障 害のない市民 との平等 と公 平
２ ． 谷 間や空白の解消
３ ． 格 差の是正

４ ． 放 置で き な い社会問題の解決
５ ． 本 人のニ ーズに あ っ た支 援サー ビス
６ ． 安 定 し た予 算の確保

障がい者制度改革推進会議
第35回(H23.9.26) 資料2

26
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平成２５年４月１日（ただし、４．及び５．①～③については、平成２６年４月１日）

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

１．趣旨

１．題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」とする。

２．基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、
社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の
除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。

３．障害者の範囲（障害児の範囲も同様に対応。）
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

４．障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害
支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて
行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

２．概要

３．施行期日

地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

① 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
② 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する
支援の在り方

⑤ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

４．検討規定（障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後３年を目途として、以下について検討）

（平成２４年６月２０日成立・同年６月２７日公布）

５．障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時
介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする）
② 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ
の一元化

③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）
④ 地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための
研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

６．サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉
計画の策定
② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ
把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる
よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

障害保健福祉施策の推進に係る工程表
骨格提言での指摘事項

【１．法の理念・目的・範囲】
・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現し、地域で自立した

生活を営む権利。

・保護の対象から権利の主体へ、医学モデルから社会モデルへの障害概念

の転換。

【２．障害（者）の範囲】
・総合福祉法の障害者（障害児）は障害者基本法に規定する障害者をいう。

・心身の機能の障害には慢性疾患に伴う機能障害を含む。

【３．選択と決定（支給決定）】
・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。

・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。

・協議調整により必要十分な支給量が保障される。

・合議機関の設置と不服申立。

【４．支援（サービス）体系】
・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能と
なる支援体系の構築。
・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される
支援」で構成。

【５．地域移行】
・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明

記。

・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。

・ピアサポーターの活用。

【６．地域生活の基盤整備】
・計画的な推進のため地域基盤整備10カ年戦略策定の法定化。

・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本指針と整備計画を示す。

・地域生活支援協議会の設置。

【７．利用者負担】
・食材費や光熱水費等は自己負担とする。

・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能

負担を求める。

【８．相談支援・９．権利擁護】
・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。
・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的に
コーディネートする。複合的な相談支援体制の整備。
・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、
不服申立ての全てに対応する。
・オンブズパーソンの制度の創設、虐待の防止と早期発見。

【１０．報酬と人材確保】

2010~2012（平成22~24)年度 2015（平成27）年度2014（平成26）年度2013（平成25）年度

障害者基本法改正（H23.8）

障害程度区分を障害者等の多様な特性その他の心身の状態に応じて
必要とされる障害支援区分に見直し

●

▲

●

（共生社会の実現に向け、基本原則を定め、障害の定義、施策等についても改正）

障害支援区分を含めた支給決定の在り方について検討

・目的の改正（新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記）
・基本理念の創設

● 障害福祉サービス等の対象に新たに難病の者等を追加

区分認定データの
検証等

モデル事業、
ソフト開発・研修等の実施 ▲

▲
ケアホームのグループホームへの一元化

重度訪問介護の対象拡大

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他
の障害福祉サービスの在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その
他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び
高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討

地域移行支援の対象拡大▲

● 自立支援協議会の名称の弾力化と当事者や家族の参画の明確化

●

★ 法律の施行後３年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

●
障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援
事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策定

第三期障害福祉計画（H24～H26) 第四期障害福祉計画（H27～H29）

報酬改定で処遇改善加算（引き続き福祉・介護職員の処遇が図られる改善を担保）（Ｈ24.4～）
基金事業による福祉
・介護職員の処遇改善

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進

の在り方について検討

● 知的障害者福祉法に市町村の成年後見等の体制整備の努力義務を規定

応能負担を原則とすることを法律上も明記、高額障害福祉サービス等給付費等を補装具と合算することで、利用者負担を軽減（H24.4～)
市町村民税非課税世帯の利用者負担無料（H22.4～）

報酬改定

地域生活支援事業の追加
（障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

※障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、
区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

自立支援医療の利用者
負担等は引き続き検討

・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、
在宅支援に係る報酬は時間割とする。
・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。

★

★

★

基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しの法定化

【参考】
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障害保健福祉施策のこれまでの経緯

障害者総合支援法関係 その他障害者関連施策の動き

平成１８年 ４月：「障害者自立支援法」の一部施行（同年１０月に完全施行）

１２月：法の円滑な運営のための特別対策
（①利用者負担の更なる軽減②事業者に対する激変緩和措置③新法移行のための経過措置）

４月：「障害者雇用促進法改正法」の施行

１０月：「精神保健福祉法」の施行

１２月：国連総会本会議で「障害者権利条約」が採択

平成１９年 １２月：障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
（①利用者負担の見直し②事業者の経営基盤の強化③グループホーム等の整備促進）

９月：「障害者権利条約」へ署名

１１月：「身体障害者補助犬法改正法」の成立
（平成２０年１０月に施行）

平成２０年 １２月：社会保障審議会障害者部会報告の取りまとめ １２月：「障害者雇用促進法改正法」が成立
（平成２１年４月に施行（一部、段階施行あり））

平成２１年 ３月：「障害者自立支援法等改正法案」 国会提出（ → ７月の衆議院解散に伴い廃案）

９月：連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針

平成２２年 １月：厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意

障がい者制度改革推進会議において議論開始

４月：低所得者の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において議論開始

６月：「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（閣議決定）

１２月：「障害者自立支援法等改正法」（議員立法）が成立（平成２４年４月に完全施行）

平成２３年 ８月：「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ ６月：「障害者虐待防止法」（議員立法）が成立
（平成２４年１０月に施行）

７月：「障害者基本法改正法」が成立（同年８月に施行）

平成２４年 ６月：「障害者総合支援法」が成立（平成２５年４月（一部、平成２６年４月）に施行) ６月：「障害者優先調達推進法」（議員立法）が成立
（平成２５年４月に施行）

平成２５年 ４月：基本理念の追加、障害者の範囲の見直し等について施行 ６月：「精神保健福祉法改正法」が成立
（平成２６年４月（一部、平成２８年４月）に施行予定)

「障害者差別解消法」が成立
（平成２８年４月に施行予定）

「障害者雇用促進法改正法」が成立
（平成２８年４月（一部、平成３０年４月）に施行予定）

平成２６年 ４月：障害支援区分、ケアホームとグループホームの一元化等について施行 １月：「障害者権利条約」を批准 29

第４期（H27～H29）計画に係る基本指針：主なポイント

障害児支援体制の整備
（新規）

計画相談の連携強化、研修、虐
待防止 等

PDCAサイクルの導入
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の

中間評価、評価結果の公表 等

＜計画の作成プロセスに関する事項＞

＜個別施策分野①：成果目標に関する事項＞

精神科病院か
ら地域生活へ
の移行促進
（成果目標の
変更）

地域生活支
援拠点等の
整備
（新規）

福祉から一般
就労への移
行促進

（整理・拡充）

＜個別施策分野②：その他＞

福祉施設から
地域生活へ
の移行促進
（継続）
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障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて

橋本厚生労働大臣政務官

障害保健福祉部長

・企画課長

・障害福祉課長

・精神・障害保健課長

・障害児・発達障害者支援室長

兼地域生活支援推進室長

構成員

井出 健二郎 和光大学教授

沖倉 智美 大正大学教授

野沢 和弘 毎日新聞論説委員

萩原 利昌 川崎市障害保健福祉部長

平野 方紹 立教大学教授

（敬称略、50音順）

アドバイザー

検討過程の客観性・透明性の担保のために参画

厚
生
労
働
省

障害福祉サービス等に係る報酬について、平成２７年度報酬改定に向けて、客観性・透明性の向上を図りつ

つ検討を行うため、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を開催し、アドバイザーとして有識者の参画を

求めて、公開の場で検討を行う。

※主査が必要と認める時は、関係者から意見を聞くことができる。

副主査

主査

31

○６月～９月 関係団体ヒアリング、論点整理
報酬改定等を現場の実情に即したものとするため、関係団体等からヒアリングを実施し、

改定に向けた課題や検討事項の整理を行う。

○１０月～１２月 テーマ毎に改定に向けた議論

【テーマ】
・施設等サービス
・就労系サービス
・訪問系サービス
・共同生活援助、自立訓練、地域相談支援
・計画相談支援、障害児相談支援
・処遇改善
・横断的事項

○１２月１８日 改定の基本的な方向性の議論

○ １月１４日 平成２７年度政府予算案閣議決定（全体改定率の決定）

○ ２月頃 障害福祉サービス等報酬改定案の決定 → 改定施行（４月）

平成27年4月障害福祉サービス等報酬改定のスケジュール
～障害福祉サービス等報酬改定検討チームの予定等～
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障害者総合支援法附則第３条においては、施行後３年（平成28年４月）を目途とした見直しとして、以下の事項を
見直すこととしている。

障害者総合支援法施行後３年を目途とした見直し事項

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害
福祉サービスの在り方

障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在
り方

手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ること
に支障がある障害者等に対する支援の在り方

精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずることとされている。

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
附 則 （平成二四年六月二七日法律第五一号） 抄

（検討）
第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向
けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等
の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定
支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能
、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援
の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。

２ 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるものとする。

33

障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のための
ワーキンググループ

障害者総合支援法の附則における３年後見直し規定等を踏まえ、障害福祉サービ
スの実態を把握した上で、その在り方等について検討するための論点整理を行う。

○大塚 晃 上智大学総合人間科学部教授
吉川 隆博 東海大学健康科学部准教授

◎佐藤 進 埼玉県立大学名誉教授
田村 綾子 聖学院大学人間福祉学部准教授
寺島 彰 浦和大学総合福祉学部教授
野沢 和弘 毎日新聞論説委員
山下 幸子 淑徳大学総合福祉学部准教授

・平成27年１月～関係者、当事者等も交えて議論を行い、４月を目途に論点を整理

〈スケジュール〉

（敬称略、50音順）

〈構成員〉

◎座長○座長代理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


